
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務仕様書 

 
住基ネット中間サーバ機器保守業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和8年8月 

札幌市情報システム部 

 



 

１　業務名 

　　住基ネット中間サーバ機器保守業務 

 

２　業務履行期間 

　　令和8年（2026年）8月1日（土）から令和10年（2028年）1月31日（月）  

 

３　業務内容 

　株式会社JECCからリース契約をしていた「住基ネット中間サーバ機器等」は令和

8年7月31日で賃貸借期間が満了するが、機器の買取契約を締結して、次期システム

に移行するまでの間、継続利用することとした。 

　本業務では、下記４の業務要件を満たす機器保守を実施すること。 

　また、当該機器の利用を令和9年12月31日までとする予定であるが、機器利用後

は、当該機器の物理破壊（別途、本市で物理破壊業務を調達する予定）を予定して

いるため、設置場所から本市の指定する場所（菊水分庁舎１階カーポートを想定）

への撤去作業を実施すること。 

 

４　業務要件 

(1)​ 保守概要 

　本システムが常に健全な機能を保つように、対象機器の保守作業を行うこと。保

守作業にあたっては、住民基本台帳ネットワークシステム運用保守業者及びネット

ワーク保守業者との円滑な協力体制を実現すること。 

(2)​ 保守対象 

別紙「住基ネット中間サーバ機器（機器保守）一式」に記載の機器を対象とす

る。 

(3)​ 保守の内容 

　以下の作業を受託者の責任において確実に実施すること。なお、下記に示す内容

は必須条件であり、これ以外の内容についても本市業務に影響を与えないよう必要

に応じて実施すること。 

ア　機器障害の対応・対応を行うこと。 

　なお、契約期間中にサポート期限を迎える機器（※）については、サポート期

限の延長を実施すること。ただし、サポート期限の延長ができない場合は、必要

とされる機器を予め購入し、必要に応じて利用すること。ただし、契約期間中に

サポート期限を迎え、かつ、サポート期限の延長ができない機器については、障

害対応のみ実施すること。 

※契約期間中にサポート期限を迎える機器 

カテゴリ 品名 型番・製品名 サポート期限 

 

中間サーバ（本番） 

中間サーバ本体 rE5000/DL380 Gen10 2027/8/3 

共有ディスク MV330 2027/7/28 

 

中間サーバ（保守） 

中間サーバ本体 rE5000/DL380 Gen10 2027/8/3 

共有ディスク MV330 2027/7/28 

中間サーバ（AD） 中間サーバ本体 rE5000/DL360 Gen10 2027/8/3 

 

イ　不良部位の切り分け及び交換を行うこと。 

ウ　障害時の即時オンサイト対応とし、適切に部品交換を実施すること。 

エ　障害部品の交換に際し機器設定等が発生する場合は、住民基本台帳ネットワー
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クシステム運用保守業者及びネットワーク保守業者と調整のうえ、作業を行うこ

と。 

オ　サーバ機器及びネットワーク機器については、障害の未然防止のための予防保

守（ファームウェア更新等）を本市の要請に応じて行うこと。また、作業内容に

ついては事前に本市と協議のうえ承認を得ること。 

(4)​ 保守体制 

ア　保守関連窓口は同一会社に集約することとし、保守要員が滞在する拠点は札幌

市内もしくは隣接市町村とすること。実際の保守作業実施にあたっては、その他

の拠点でも可とする。 

イ　保守拠点には、常時保守要員が待機しており、修理、点検、保守、その他アフ

ターサービスについて、適切かつ迅速な対応が可能であること。 

ウ　障害連絡後、速やかに保守作業の対応ができること。 

エ　障害部品の交換に際し、適切かつ迅速な対応が可能な状態を整えておくこと。 

オ　保守サービス時間帯は、サーバ機器及びネットワーク機器については24時間・

365日とし、端末機については平日8時45分～17時15分とする。なお、作業実施に

あたっては、事前に本市と協議のうえ承認を得ること。 

 

５　一般事項 

(1)​作業場所 

　原則として、札幌市菊水分庁舎の施設内で行うこと。 

(2)​作業時間 

　本施設内における作業時間は、原則として平日（土・日曜日、祝祭日、12月29

日～1月3日の年末年始休日を除く）8時45分から17時15分までとする。ただし、当

該作業時間以外の時間帯に作業する必要があって、それが本市の事情によるとき

は、受託者は本市担当職員の指示に従うものとし、また、受託者の事情によると

きは、事前に本市担当職員に申し出て承認を受けるものとする。 

(3)​身分証明書の携行 

　本市施設内で作業を行う受託者の作業従事者は、常に身分証明書を上半身の見

やすい位置に着用すること。 

(4)​本施設への入退庁等 

　受託者の作業従事者が札幌市菊水分庁舎へ入庁する場合は、本市が定める手順

に従い、許可を得て入庁すること。 

　また、札幌市菊水分庁舎内において、本市が特に指定する室への入退室につい

ては、本市が定める手順に従い、許可を得て入退室を行うこと。 

(5)​セキュリティの確保 

ア　本業務を行うにあたっては、札幌市情報セキュリティポリシーに基づく本市の

指示及び総務省の定める「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の

方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」に基

づき、必要なセキュリティ対策を講じること。 

イ　本業務の作業従事者を限定するために、事前に作業従事者の名簿を提出するこ

と。なお、名簿提出後に作業従事者に変更がある場合は、必ず事前に本市に書面

により連絡すること。 

ウ　本業務を行うにあたって、可搬の記録媒体を取扱う場合は、当該データ記録媒

体の紛失、破損、漏えい等が発生しないよう、適切な取り扱いに努めること。特

にセキュリティ修正プログラム等を適用する際に使用する記録媒体については、

事前にウイルスチェックを行い、その取扱いには十分注意すること。 

(6)​環境に対する配慮 

　本業務を行うにあたっては、環境関連法令等を遵守するとともに、本市の環境
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マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。 

ア　電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

イ　ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

ウ　両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努め

ること。 

エ　自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイ

ドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

オ　業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドラ

イン指定品を使用すること。 

(7)​疑義の解消 

　本仕様書上に明記されていない点又は疑義、及びこれに係る作業上の変更につ

いては、必ず本市と協議し、承認を得ること。 

　また、疑義等及びそれに対する本市側の返答や作業上の変更については、書面

等に記録した上で提出するとともに、作業の各段階で本市に対し定期的に進捗を

報告し、内容の承認確認作業を行うこと。 

　 

６　提出書類 

　　　受託者は、次表に定める書類を本市に提出すること。 

提出書類 提出時期 提出方法 

・業務責任者指定通知書 

・情報資産取扱者通知書

（業務従事者名簿） 

・セキュリティ保全申出書 

履行開始日の前まで。 

また、従事者を変更する場

合は、変更日の前まで。 

A4版縦または電子

データ 

・セキュリティ保全状況報

告書 

 

 

毎月の報告対象期間終了

後、速やかに提出。 

ただし、3月分は月末日の

提出とする。 

A4版縦または電子

データ 

・再委託申請書 

・実施体制図 

・再委託先一覧 

再委託する前まで。 

 

A4版縦または電子

データ 

・業務完了届 

 

毎月の報告対象期間終了

後、速やかに提出。 

ただし、3月分は月末日の

提出とする。 

A4版縦または電子

データ 

     　上表に示す書類のほか、本市で必要とするものは、その都度提出すること。 

 

７　制限事項 

(1)​ 再委託に関する事項 

ア​受託者は、本業務の一部を第三者に再委託等をするときは、あらかじめ再委

託申請書を提出し、本市の承認を得ること。 

イ​再委託申請書には、本業務の実施体制を示す資料として、以下を添付するこ

と。 

　　　　・実施体制図(指示系統がわかるもの) 

　　　　・再委託先一覧 

ウ​本業務の実施中に、追加の再委託等が発生した場合は、再委託変更申請書と

ともに、「実施体制図」「再委託先一覧」を更新して添付すること。 

エ​再委託申請書及び再委託変更申請書の様式は、本市が別途定める。 
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オ​ 受託者は、本業務の実施体制に対して、情報セキュリティに関する指導監督

を実施すること。 

カ​本業務の実施体制が、本業務を履行するにあたり、何らかの問題が発生した

場合の最終的な責任については、受託者が負うこと。 
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